
 

 

 困ったときは、お子さんの一時あずかり（子育て短期支援事業）をご利用ください。 

 ご利用については、子育て支援室（湯田庁舎）又は健康福祉課（沢内庁舎）へお気軽に

ご相談ください。 

 

 

１ 

１ 

〇利用できる方 

 ① 西和賀町に住んでいること 

 ② 利用するお子さんが０歳から１８歳未満であること 

 ③ 健康で日常生活に支障がないお子さんであること 

１ 

〇一時預かりの内容 

区分 内容 利用期間 

ショートステイ 日中のあずかりや宿泊の利用 １週間以内 

トワイライト 夕方から２０時頃までのあずかり 利用当日のみ 

１ 

〇利用料金（１人１日あたり） 

区  分 生活保護世帯 

ひとり親非課税 

住民税非課税 

ひとり親課税 
その他の世帯 

ショートステイ 
２歳未満 ０円 １，１００円 ５，３５０円 

２歳以上 ０円 １，０００円 ２，７５０円 

トワイライト 
２歳未満 ０円 ３００円 ７５０円 

２歳以上 ０円 ３００円 ７５０円 

１ 

〇利用の流れ 

  ①相談       ②申込       ③利用       ④支払い 

   子育て支援室    子育て支援室へ   利用する施設へ   利用の終了後 

   又は健康福祉課   申請書を提出    保護者様が送迎   料金を支払い 

１ 

〇利用できる施設 

施設名 電話番号 所在地 

善友乳児院 ０１９－６２２－２１５６ 盛岡市北山一丁目１３番２４号 

清光学園 ０１９８－４５－５１７３ 花巻市石鳥谷町好地４地割８０番地１３ 

１ 

西和賀町子育て短期支援事業のご案内 

病気のとき 

こころや体が 

疲れている 

出産のとき 

冠婚葬祭など 


